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新型コ ロナウイ ルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の 

開催方法に関するＱ ＆Ａ について 

 

 

「 新型コ ロナウイ ルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開

催方法について」（ 令和２ 年４ 月 30 日付け総行行第 117 号総務省自治行政局行政課

長通知） を 発出し たと こ ろ ですが、 今般、 全国都道府県議会議長会、 全国市議会議

長会及び全国町村議会議長会の各事務局から 質問のあっ たこ と について、 Ｑ ＆Ａ を

作成し まし たので、 送付いたし ます。  

各都道府県総務部長におかれまし ては、 貴都道府県内の市区町村（ 指定都市を 除

く 。 ） の長及び議会の議長に対し ても 、 本通知の周知をよろ し く お願いし ます。  

なお、地域の元気創造プラ ッ ト フ ォ ームにおける調査・ 照会システムを 通じ て、各

市区町村に対し て、 本通知についての情報提供を 行っ ているこ と 、 及び本通知は法

第 245 条の４ 第１ 項に基づく 技術的な助言であるこ と を申し 添えます。  

殿 
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新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における 
議会の委員会の開催方法に関するＱ＆Ａ  

 
令和２ 年７ 月１ ６ 日 

１  基本的な考え方について 

項目 質問要旨 回答 

基本的な考え方 １  通知の基本的な考え方についてご教示いただ

きたい。特に、本会議と 委員会と で扱いが異なる

理由は何か。  

【 １ について】  

〇 今回の通知は、 今般の新型コロナウイルス感染症

の拡大を受け、 オンラインによる方法を活用し た委

員会の開催を検討する地方公共団体があり 、 その実

施の可否について、 地方公共団体等から問い合わせ

があったこと から、 以下のと おり 、 検討を行い、 発

出し たものである。  

・  本会議については、 地方自治法第１ １ ３ 条及び第

１ １ ６ 条において定足数及び表決について規定さ

れている。 これらの規定における「 出席」 と は、 現

に議場にいること と 解されており 、 オンラインによ

る方法を活用すること は認められていない。  

・  本会議における審議及び議決は、 団体意思の決定

に直接関わる行為であり 、 議員の意思表明は疑義が

生じ る余地のない形で行われる必要があるこ と な

どから、 オンラインによる方法を活用し て本会議を

開催すること は、 慎重に考える必要があると 考えて

いる。  

・  委員会については、定足数や表決に関する事項は、

条例で定めること と さ れている。  

・  委員会についても、 団体意思を決定する過程にお
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いて重要な役割を果たしている点は、 本会議と 同様

であり 、 実際に委員会の開催場所に参集していただ

く こと が基本であると 考えている。  

・  一方、 本会議における表決は団体意思を決定する

行為であるのに対し 、 委員会は本会議における審議

の予備的審査を行う ものであり 、 地方自治法の規定

ぶり も異なる（ 条例で定めること と さ れている） こ

と から、 「 新型コロナウイルス感染症のまん延防止

措置の観点等から 委員会の開催場所への参集が困

難と 判断さ れる実情がある場合」 において、 オンラ

イ ンによる方法を活用し て委員会を開催するこ と

も差し 支えないこと を示し たものである。  

２  新型コ ロナウイルス感染症対策以外の場面に

おける委員会への出席のあり 方についてはどう

考えればよいか。  

【 ２ について】  

○ 今回の通知で示し た「 委員会の開催場所への参集

が困難と判断さ れる実情がある場合」 と は、 今般の

新型コロナウイルス感染症対策のよう に、 一カ所に

参集すること を控える必要があるなど、 委員会を開

催するこ と 自体が困難な場合を想定し たも のであ

る。  

○ 上記以外の場合の出席のあり 方については、現在、

実施が検討さ れている新型コロナウイルス感染症対

策と し てのオンラインによる委員会の開催の取組や

運営上の工夫などもよく 踏まえた上で考えていく べ

き課題であると 認識し ている。  
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３  通知では、関係例規の改正の必要性を指摘して

いるが、改正方法と し て各例規の本則の改正を想

定し ているのか、それと も新型コロナ対策に限定

し ていること を考慮し て、特例条例、特例会議規

則の制定を想定し ているのか。  

【 ３ について】  

〇 改正の形式については、 ご指摘のいずれの方法も

考えられると ころであり 、 各団体において、 それぞ

れの現行の条例や会議規則の規定ぶり を踏まえ、 適

切に判断し ていただきたい。  
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２  議事の公開の要請への配慮について 

項目 質問要旨 回答 

議事の公開の要請への

配慮 

１  議事の公開の要請への配慮に関し て、具体的に

どのよう な取組をすること が考えられるか。  

【 １ について】  

〇 議事の公開の要請への配慮については、 傍聴の機

会の確保のほか、 例えば、 インタ ーネッ ト 上での議

事動画の公開などの取組が考えられる。  

〇 オンラインによる方法を活用し て委員会を開催す

る場合においても、 委員会の様子を住民が見聞する

こと ができるよう な環境を十分に確保すべきものと

考えられる。  

２  インタ ーネッ ト 上で議事の様子を視聴できる

よう にし ている場合における議事妨害に対する

対処法と し て、視聴者の回線を遮断する方法が考

えられるが、 こ のよう な方法によるこ と で良い

か。  

【 ２ について】  

〇 議事妨害に対する対処法と し ては、 例えば、 イン

タ ーネッ ト 上での議事の視聴を許可制と し、 妨害が

あった場合は許可を取り 消すこと と し た上で、 技術

的にはご指摘の方法によること などが考えられる。  
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３  議員の本人確認について 

項目 質問要旨 回答 

議員の本人確認 １  委員の本人確認をはじ め、 オンラインによる

「 出席」が有効に成立し ているかを判断する具体

的な要件と し て、①当該委員の音声が確認できる

こと 、②画面上に当該委員が映っていること が考

えられるが、 この理解で良いか。  

また、音声は確認できるが画面に映っていない

委員、 他者と 一緒に映っている委員は、 本人確認

ができない又は審査に無関係な者が同席し てい

ること から、 欠席又は「 出席していない」 と みな

すものと 考えるが、 この理解で良いか。  

【 １ について】  

〇 前段については、各議会において、なり すまし が生

じ ない対策を選択し ていただく 必要がある。ご指摘の

方法のほか、例えば、オンラインによる方法を活用す

る際に委員固有の I D・ パスワード によるログインを

必要と すること なども考えられるが、委員の本人確認

については、 最終的には議事整理に関する事項であ

り 、委員長において適切に確認さ れるべきものと 考え

ている。  

〇 後段についても、ご指摘のよう に整理すること も考

えられるが、委員の本人確認については、最終的には

委員長において適切に判断さ れるべきものと 考えて

いる。  

２  オンラインによる方法を活用し た委員会を開

催する場合、円滑な議事運営の観点から、例えば、

正副委員長、事務局は委員会室に参集し て、他の

委員はオンラインで参加すると いっ た運営を行

う こと はできるか。  

【 ２ 、 ３ について】  

〇 ご質問のよう な対応を取ること も考えられる。  

３  オンラインによる方法を活用し た委員会を開

催する場合、密集を避ける観点から、 例えば、半

数の委員は委員会室に参集し 、半数の委員はオン

ラインで参加すると いっ た運営を行う こと はで

きるか。  
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４  オンラインによる方法を活用し た委員会の開

催の決定は、基本的には委員長の権限と 解し て良

いか。また、委員からのオンラインによる方法を

活用し た委員会の開催の請求は、地方自治法の開

議請求と 同様に、会議規則又は委員会条例に規定

すれば可能と 考えるが、 この理解で良いか。  

【 ４ について】  

〇 委員会の開催にあたって、オンラインによる方法を

活用するこ と の許否を委員長の権限と すること は考

えられるものである。その手続きについては、規定の

方法も含め、各団体において適切に判断されるべきも

のと 考えている。  
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４  自由な意思表明の確保について 

項目 質問要旨 回答 

自由な意思表明の確保 １  表決における「 出席者」 の確定方法と し て、委

員会成立の判断の場合と 同様、①当該委員の音声

が確認できること 、②画面上に当該委員が映って

いること により 、 オンラインによる「 出席」 が有

効に成立し ていると 考えるが、 こ の理解で良い

か。  

【 １ について】  

〇 ３ の１ と 同様、委員長において適切に判断さ れるべ

きものと 考えている。  

２  前項に関連し て、 自由な意思表明の確保と し

て、オンラインによる方法を活用する委員が現に

いる場所には委員以外の者を入れない（ 障害者で

ある委員の介助者であらかじ め委員会、議会の許

可を得た者などは除く ）こと を会議規則又は委員

会条例に規定する必要があると考えるが、この理

解で良いか。  

【 ２ について】  

〇 委員以外の者が委員と 同じ 場所にいること を認め

るかどう かについては様々なケースが想定さ れると

ころであり 、規定の方法も含め、各団体において適切

に判断されるべきものと考えている。  

３  委員の賛否の表明と こ れを判断する方法と し

て、投票による表決や選挙は、記名・ 無記名に係

る問題があるため、現実的に困難と 考えるが、こ

の理解で良いか。  

よって、 現状、 表決については、 簡易又は起立

（ 挙手） 表決のいずれかを、 選挙については指名

推選のみを選択せざるを得ないと 考えるが、この

理解で良いか。  

この場合、画面に異議なし の音声、起立（ 挙手）

の映像が確認さ れるこ と により 可否を判断する

【 ３ について】  

〇 投票による表決や選挙については、ご指摘のと おり

困難であると 考えている。オンラインによる方法を活

用し て委員会を開催する場合の表決の方法について

は、各団体において適切に判断さ れるべきものと 考え

ている。  

○ 賛否の確認については、ご指摘の方法により 確認す

ること も考えられるが、委員長において適切に確認さ

れるべきものと 考えている。  
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こと になると 考えるが、 この理解で良いか。  

４  オンラインによる方法を活用し た委員会の開

催については、これに適合的な議事と 不適合な議

事が存在すること が考えられる。よって、各議会

において、オンラインによる方法を活用し て開催

する委員会において扱う 議事を会議規則又は委

員会条例に規定する必要があると 考えるが、この

理解で良いか。  

【 ４ について】  

〇 オンラインによる方法を活用し て委員会を開催す

る場合の議事の取扱いについては、 規定の方法も 含

め、各団体において適切に判断さ れるべきものと 考え

ている。  

５  秘密会は、その性質上、オンラインによる方法

を活用し た開催には適さ ないと考えるが、この理

解で良いか。  

【 ５ について】  

〇 第三者が容易に委員会の様子を閲覧し う る環境の

下で秘密会を開催すること は適当ではないと 考える

が、いずれにし ても、オンラインによる方法を活用し

て秘密会を開催すること を認めるかどう かについて

は、秘密会の開催に必要な環境が確保さ れているかな

どの観点から、各団体において適切に判断さ れるべき

ものと 考えている。  

  



9 

 

５  情報セキュリ ティ 対策について 

項目 質問要旨 回答 

情報セキュリ ティ 対策 １  情報セキュリ ティ 対策を求めているが、具体的

に、どのよう な事案に対し て、どのよう なセキュ

リ ティ 対策が必要と 考えているか。  

【 １ について】  

〇 情報セキュリ ティ に関し ては様々なリ スクが想定

し う るところであるが、各団体が自らの責任と 判断に

おいて、然るべきセキュリ ティ 対策を講じていただく

必要があると 考えている。  
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６  その他 

項目 質問要旨 回答 

開催場所 １  オンラインによる方法を活用し て委員会を開

催する場合、委員会の開催場所はどう 考えればよ

いか。  

【 １ について】  

○ オンラインによる方法を活用し て委員会を開催す

る場合、 現行の条例や会議規則の規定ぶり を踏まえ、

開催場所を特に定めず、オンラインでの開催と するこ

と が考えられる。  

執行機関による説明 ２  オンラインによる方法を活用し て開催する委

員会において執行機関が説明を行う 場合、執行機

関の判断で、委員会室に参集せず、それぞれの執

務場所で説明を行う こ と は差し 支えないと 考え

るが、 この理解で良いか。  

【 ２ について】  

〇 議会と 執行機関の間で適切に決めていただく べき

ものと 考えている。  

委員長の秩序保持権等 ３  オンラインによる方法を活用し ている場合の

委員の言動に対し て、委員長は発言取消命令や退

席を命じ ること ができると 考えるが、この理解で

良いか。  

なお、命令に従わない場合の実効性ある具体的

方法と し て、委員の回線遮断による音声や画像の

カッ ト をすること が考えられるが、この理解で良

いか。  

【 ３ について】  

〇 前段について、ご指摘のと おり である。委員長の委

員に対する秩序保持のための権限は、オンラインによ

る方法を活用し ている場合であっ ても変わるも ので

はないと考えている。  

○ 後段について、ご指摘の方法が考えられるが、命令

に従わない場合の具体的方法については、委員長にお

いて適切に判断さ れるべきものと 考えている。  

４  懲罰事犯については、オンラインによる方法を

活用し て開催さ れる委員会も、地方自治法第１ ３

３ 条の処分要求の要件、第１ ３ ４ 条の懲罰の要件

である「 委員会」 のため、 除名などの懲罰を科す

こと は可能と 考えるが、 この理解で良いか。  

【 ４ について】  

〇 オンラインによる方法を活用し て開催し ている場

合でも、当該委員会が「 委員会」（ 地方自治法第１ ３ ３

条、第１ ３ ４ 条第１ 項） であること に変わり はないも
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のと 考えている。  

地方自治法第１ ０ ０ 条

に基づく 関係者の証言

の請求 

５  地方自治法第１ ０ ０ 条に基づく 調査と し ての

関係者の証言の請求については、民事訴訟法に関

する法令中の証人の訊問に関する規定が準用さ

れると 定められているが、オンライン会議で行う

こ と は適さ ないのではないか。 留意すべき事項

（ 関係規則等） はあるか。   

【 ５ について】  

○ 民事訴訟法第２ ０ ４ 条では、証人が遠隔地に居住す

る場合及び証人が圧迫を受け精神の平穏を著し く 害

さ れるおそれがあると 認める場合に限り 、映像と 音声

の送受信により 相手の状態を相互に認識し ながら 通

話をするこ と ができる方法による尋問を可能と し て

いる。  

○ この方法による尋問については、民事訴訟規則第１

２ ３ 条において、「 証人を当該尋問に必要な装置の設

置さ れた他の裁判所に出頭さ せてする」こと などが規

定さ れている。  

○ 地方自治法第１ ０ ０ 条に基づく 調査と し ての関係

者の証言の請求については、準用する規定の内容を踏

まえ、 適切に対応いただきたい。  

協議又は調整を行う た

めの場 

６  会議規則で定めるこ と によっ て設けること が

できる「 協議又は調整を行う ための場」（ 地方自

治法第１ ０ ０ 条第１ ２ 項）についてもオンライン

による方法を活用し て開催するこ と は可能と 考

えるが、 この理解で良いか。  

【 ６ について】  

○ ご指摘のと おり 、地方自治法第１ ０ ０ 条第１ ２ 項で

規定する「 議案の審査又は議会の運営に関し 協議又は

調整を行う ための場を設ける」 こと については、オン

ラインによる方法を活用し て開催すること が可能と

考えている。  

その他 ７  オンラインによる方法を活用し た委員会の開

催に適するソフ ト と し て推奨できるも のはある

のか。  

【 ７ について】  

〇 現時点でお示し できるものはない。  




